
 

                                                                     

（令和５年 11月 30 日発表） 

 

水道料金・下水道使用料徴収サイクルの見直し案への 

意見公募の実施 

 

◆ アピールポイント 
●水道料金・下水道使用料徴収サイクル（検針から収納までの期間）

の見直し案について、市民の皆様から広く意見を募集します。 

◆ 内 容 な ど 

●意見公募の期間 

 令和 5 年 12 月 1 日（金）から令和 6 年 1 月 5 日（金） 

●意見の応募方法 

 静岡市上下水道局庁舎 3 階、各区市政情報コーナーにて、配布  

 する応募用紙による応募の外、電子申請システムによる応募が可 

能です。※応募用紙は市ＨＰからもダウンロードできます。 

市 HP：https://www.city.shizuoka.lg.jp/334_000118.html 

●見直しのポイント 

①検針月と、請求月（納付書発送月）の統一 

 現在は、検針月の翌月に発送している納付書（口座振替の方には 

事前通知）を、検針月と同月に発送することにより、「いつ検針し

た分の請求なのか」をわかりやすくします。 

②納付書の納期限と口座振替の定例振替日の統一 

 現在、別々に設定されている、納期限と定例振替日を統一するこ

とにより、「いつまでに納付するのか」をわかりやすくします。

（これに伴い、口座振替の振替日は定例振替日のみとします。） 

●見直しにより期待される効果 

 この見直しにより、市民の皆様の納期内納付への意識をより高

め、未納発生の防止を促進します。 

また、サイクル全体の短縮により、発生した未納分に対する督促・

催告など、迅速で適正な債権管理を進め、市民の皆様の負担の公平

化を図ると共に、収納率のさらなる向上を目指します。 

別紙資料  有 ・ 無 

 

 

 

ぜひ事前の周知や取材をお願いします。 

 

【問合せ】お客様サービス課 料金係 

     (上下水道局庁舎３階) 

     担当 廣田・深澤 

電話 ０５４－２７０－９１０４ 

報道資料 








